
ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 

 

平成二十八年九月二十三日 

農林水産省令第六十一号 

 

沿革 

平成二十九年十月四日  農林水産省令第六十号 ［第一次改正］ 

令和二年二月二十八日  農林水産省令第十号  ［第二次改正］ 

令和二年五月十三日   農林水産省令第三十六号［第三次改正］ 

令和二年九月十六日   農林水産省令第六十二号［第四次改正］ 

令和二年十二月二十一日 農林水産省令第八十三号［第五次改正］（押印廃止関係） 

令和三年四月二日    農林水産省令第二十七号［第六次改正］ 

令和五年五月八日    農林水産省令第三十一号［第七次改正］ 
令和八年三月二日    農林水産省令第十一号 ［第八次改正］ 

 

 植物防疫法（昭和二十五年法律第百五十一号）第十八条第一項の規定に基づき、ジ

ャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令を次のように定める。 

 

 （趣旨） 

第一条 この省令は、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な

措置につき定めるものとする。 

 

 （防除区域） 

第二条 ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行う区域（以下「防除区域」

という。）は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する

区域とする。 

 

 （作付けの禁止） 

第三条 防除区域においては、なす科植物（ソラヌム・シシンブリーフォリウム及び

ソラヌム・ペルビアヌム並びにジャガイモシロシストセンチュウの防除を行うこと

を目的として栽培されるトマトを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。）

の作付けをしてはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 

一 植物防疫官がその行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウが存在し

ていると認めたほ場以外の場所においてなす科植物の作付けをする場合 

二 試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてなす科植物の作付け

をする場合 

 

  



（作付けの許可） 

第四条 前条第二号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防

疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければな

らない。 

２ 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシ

ストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該なす

科植物の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項

の規定により申請をした者に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するも

のとする。 

３ 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、

別記様式第三号による表示を行わなければならない。 

 

（移動の制限） 

第五条 次に掲げるもの（以下「移動制限植物等」という。）は、植物防疫官がその

行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切

な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域

以外の地域に移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産

大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官（植物防疫法第十九条

第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関

する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若し

くは市町村長の指定する職員）が移動制限植物等を防除区域以外の地域へ移動しよ

うとする場合には、この限りでない。 

一 防除区域内で生産されたなす科植物の生塊茎等の地下部 

二 防除区域内で生産されたなす科植物以外の植物の地下部のうち土の付着した

もの 

三 防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産さ

れた植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの 

四 前三号に掲げるものの容器包装 

２ 前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の二日前までに

植物防疫官に別記様式第四号による検査申請書を提出しなければならない。 

３ 植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期

日を通知しなければならない。 

４ 第一項の検査の結果、当該移動制限植物等についてジャガイモシロシストセンチ

ュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物

防疫官は、第二項の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第五号による検

査合格証明書を交付するものとする。 

 

 （移動の許可） 

第六条 前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄す



る植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第六号による申請書を提出しな

ければならない。 

２ 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシ

ストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動

制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件

を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第七号に

よる許可証明書を交付するものとする。 

３ 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に

添付して移動させなければならない。 

 

 （廃棄の措置） 

第七条 防除区域内に存在する移動制限植物等のうちジャガイモシロシストセンチ

ュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、ジャガイモシロシストセン

チュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを

所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜ

られた者は、植物防疫官（植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣

が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場

合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職

員）の指示に従い、これを廃棄しなければならない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十八年十月二十三日から施行する。 

 （この省令の失効） 

第二条 この省令は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その

時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、な

おその効力を有する。 

   附 則（平成二十九年十月四日農林水産省令第六十号） 

この省令は、平成二十九年十一月三日から施行する。 

   附 則（令和二年二月二十八日農林水産省令第十号） 

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

   附 則（令和二年五月十三日農林水産省令第三十六号） 

この省令は、令和二年六月十二日から施行する。 

   附 則（令和二年九月十六日農林水産省令第六十二号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和二年十二月二十一日農林水産省令第八十三号） 

 （施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

 



（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において

「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様

式によるものとみなす。  

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附 則（令和三年四月二日農林水産省令第二十七号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則（令和五年五月八日農林水産省令第三十一号） 

この省令は、公布の日から施行する。

附 則（令和八年三月二日農林水産省令第十一号） 

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 



別 記 様 式 第 一 号 （ 第 ４ 条 第 １ 項 関 係 ）

作 付 禁 止 植 物 作 付 許 可 申 請 書

下 記 の と お り 作 付 け を し た い の で 許 可 願 い た く ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 植 物 防 疫 所 を 経 由 し て 申 請 し ま す 。

住 所

職 業

氏 名

年 月 日

農 林 水 産 大 臣 殿

植 物 等 の 普 通 名 称 及 び 学 名

栽 培 面 積

栽 培 の 目 的

ほ 場 の 住 所

栽 培 中 の 管 理 方 法

栽 培 中 の 管 理 責 任 者 の 住 所

・ 氏 名 ・ 職 業

栽 培 期 間 及 び 栽 培 後 の 処 理

方 法

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

備 考 ほ 場 の 所 在 地 が 分 か る 地 図 等 を 別 途 添 付 す る こ と 。



別 記 様 式 第 二 号 （ 第 ４ 条 第 ２ 項 関 係 ）

第 号

年 月 日

作 付 禁 止 植 物 作 付 許 可 証 明 書

農 林 水 産 大 臣

下 記 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ は 「 ジ ャ ガ イ モ シ ロ シ ス ト セ ン チ ュ ウ の 緊 急 防 除 に 関 す る 省 令 」 第 ３ 条 第 ２、

号 の 許 可 を 得 た も の で あ る こ と を 証 明 す る 。

普 通 名 称 及 び 学 名

栽 培 面 積

許 可 申 請 者 の 住 所 及 び 氏 名

ほ 場 の 住 所

栽培中の管理責任者の住所及び氏名

備 考 作 付 け を 許 可 す る ほ 場 の 所 在 地 が 分 か る 地 図 等 を 別 途 添 付 す る 。



別 記 様 式 第 三 号 （ 第 ４ 条 第 ３ 項 関 係 ）

セ ン チ メ ー ト ル30

試 験 ほ 場 標 札

許 可 番 号

普 通 名 称 及 び 学 名

面 積

栽 培 者

住 所

氏 名

１ メ ー ト ル

センチメートル25



別 記 様 式 第 四 号 （ 第 ５ 条 第 ２ 項 関 係 ）

移 動 制 限 植 物 等 移 動 検 査 申 請 書

下 記 の と お り 移 動 し た い の で 検 査 を 申 請 し ま す 。

住 所

氏 名

年 月 日

・ ・ ・ ・ 植 物 防 疫 所 （ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支 所 又 は 出 張 所 ） 植 物 防 疫 官 殿

移 動 予 定 年 月 日

移 動 前 の 管 理 場 所

移 動 後 の 利 用 場 所

荷 送 人 の 住 所 及 び 氏 名

荷 受 人 の 住 所 及 び 氏 名

容 器 包 装 の 種 類

植 物 の 種 類 梱 数 数 量 産 地 備 考

kg



別 記 様 式 第 五 号 （ 第 ５ 条 第 ４ 項 関 係 ）

第 号

移 動 制 限 植 物 等 検 査 合 格 証 明 書

年 月 日

・ ・ ・ ・ 植 物 防 疫 所 （ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支 所 又 は 出 張 所 ）

植 物 防 疫 官 氏 名

下 記 の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ は 「 ジ ャ ガ イ モ シ ロ シ ス ト セ ン チ ュ ウ の 緊 急 防 除 に 関 す る 省 令 」 第 ５ 条 第 １ 項 の、

検 査 に 合 格 し た こ と を 証 明 す る 。

植 物 の 種 類 、 梱 数 及 び 数 量

容 器 包 装 の 種 類

荷 送 人 の 住 所 及 び 氏 名

荷 受 人 の 住 所 及 び 氏 名

検 査 年 月 日



別 記 様 式 第 六 号 （ 第 ６ 条 第 １ 項 関 係 ）

移 動 制 限 植 物 等 移 動 許 可 申 請 書

下 記 の と お り 移 動 し た い の で 許 可 願 い た く ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 植 物 防 疫 所 を 経 由 し て 申 請 し ま す 。

住 所

職 業

氏 名

年 月 日

農 林 水 産 大 臣 殿

植 物 等 の 普 通 名 称 及 び 学 名

kg梱 数 及 び 数 量

産 地

容 器 包 装 の 種 類

移 動 の 方 法

移 動 の 目 的

移 動 予 定 年 月 日

荷 送 人 の 住 所 ・ 氏 名 ・ 職 業

荷 受 人 の 住 所 ・ 氏 名 ・ 職 業

移 動 後 の 管 理 の 場 所 そ の 他

の 管 理 方 法

移 動 後 の 管 理 責 任 者

利 用 期 間 及 び 利 用 後 の 処 理

方 法

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項



別 記 様 式 第 七 号 （ 第 ６ 条 第 ２ 項 関 係 ）

第 号

年 月 日

移 動 制 限 植 物 等 移 動 許 可 証 明 書

農 林 水 産 大 臣

下 記 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ は 「 ジ ャ ガ イ モ シ ロ シ ス ト セ ン チ ュ ウ の 緊 急 防 除 に 関 す る 省 令 」 第 ５ 条 第 １、

項 た だ し 書 の 許 可 を 得 た も の で あ る こ と を 証 明 す る 。

普 通 名 称 及 び 学 名

梱 数 及 び 数 量

産 地

容 器 包 装 の 種 類

許可申請者の住所及び氏名

荷 送 人 の 住 所 及 び 氏 名
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